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個人情報保護に関する基本方針 

 

（総則） 

  第１条 公益社団法人アマヤドリ（以下、「法人」という。）は、社会支援の届かず拠

り所の無い青少年・母子等に対し、相談・保護・メンタルケアを継続的に実施

すると共に、居場所としてのサポート付きシェアハウスの運営により、青少年

の育成および母子等の支援をすることを目的とする団体である。この法人の取

得する個人情報等（「個人情報の保護に関する法律」第２条第１項および「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以

下、「番号法」という。)第２条第３項に規定する個人情報をいい、番号法第

２条第８項に規定する特定個人情報を含む)は、この目的に沿って使用するも

ので、個人情報に関して適用される法令およびその精神を尊重、遵守し、個人

情報等を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報等の保護に努めるものとす

る。 

 

 

（個人情報等の取得等） 

  第２条 この法人は、個人情報等の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情

報を取り扱う。 

 

（利用目的および保護） 

  第３条 この法人が取得し、利用する個人情報等は、その利用目的の範囲内でのみ利用

するものとする。 

    ２ 利用目的を遂行するために業務委託をする場合ならびに法令等の定めに基づく

場合や、人の生命、身体または財産の保護のために必要とする場合等を除い

て、個人情報等を第三者へ提供することはしない。 

    ３ 要配慮個人情報については、法令で定める場合を除き、本人の同意なく取得す

ること、ならびに第三者へ提供することはしないものとする。 

 

（管理体制） 

  第４条 すべての個人情報等は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、

改ざんおよび漏洩等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正等適

切な安全管理措置を講じる。 

    ２ 個人情報等をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と

個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監

督するものとする。 

    ３ 個人情報等の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、

随時受付け、適切に対応する。 

    ４ 個人情報等の取扱いに関する苦情を受け付ける窓口を設け、苦情を受け付けた

場合には、適切かつ速やかに対応するものとする。 

 

（法令遵守のための取組みの維持と継続） 

  第５条 この法人は、個人情報等の保護に関する法令およびその他の規則に則った業務

運営に努める。 

    ２ この法人が保有する個人情報等を保護するための方針や体制等については、こ

の法人の事業内容の変化および事業を取巻く法令、社会環境、ＩＴ環境の変化

等に応じて、継続的に見直し、改善するものとする。 
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附則 

 

（施行日） 

  第１条 この基本方針は、２０２４年１２月１９日より実施する。 

 

（改廃） 

  第２条 この基本方針は、理事会の決議により、改廃する。 

制定 ２０２４年１２月１９日 

改定 ２０２５年２月２６日 

 


